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平成26年度長野県白馬高等学校卒業証書授与式
　3月6日金曜日、長野県白馬高等学校卒業証書授与式が開かれました。厳粛な中にも、
心温まる卒業式となりました。3年生43人が新たな決意を胸に次への一歩を踏み出します。
　在校生、保護者に見守られ、担任教諭から卒業生ひとりひとりの氏名が呼び上げられ、
卒業生代表が北村桂一校長より卒業証書を受け取りました。卒業生代表答辞では山田和
也君が、”「明朗快活」～生徒が輝けば学校が輝く”という生徒が決めた素晴らしい今年度
の生徒会スローガンや学生生活のエピソードを話し、多くの関係者に感謝を述べました。
卒業生のさらなる飛躍を期待し、卒業生の輝きで地域を明るくして欲しいですね。



4月12日(日)は長野県議会議員
一般選挙の投票日です。

当日投票できない方は、期日前投票・不在者投票をしましょう。 長野県神城断層地震災害対応に係る知事表彰が行われました

長野県議会議員一般選挙が4月3日(金)告示、4月12日(日)投票で執行されます。
今後の県政に大きな影響を与える大切な選挙です。皆さんそろって投票に行きましょう。

　　長野県議会議員一般選挙の選挙人名簿に登録されて
いる方で、平成27年1月3日以降、県内の他の市町
村に住所を1回異動した場合に限り、白馬村で投票す
ることができます。投票する際には「引き続き長野県
内に住所を有する旨の証明書」を提示していただく必
要がありますので、最寄りの市役所及び町村役場の市
民課（又は住民課等）で証明書の交付を受けて下さい。

　　また、不在者投票の投票用紙を請求する際、「宣誓
書（兼請求書）」のほかに「引き続き県内に住所を有す
る旨の証明書」の同封（選挙管理委員会へおいでにな
る場合は提示）が必要となります。

　投票できる人は、選挙人名簿に登録されている次
の人です。
・年齢　投票日に満20歳以上の人。
　　　　(平成7年4月13日までに生まれた人)
・住所　平成27年1月2日までに白馬村への転入届が
　　　　済んでいて、投票日までに引き続き村内に
　　　　住所がある人。

　投票日に仕事や旅行、レジャーなどの用事の予定が
ある方は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ手
続により投票が行うことができます。
　・投票期間　4月4日(土)から4月11日(土)
　・投票時間　午前8時30分から午後8時まで
　・投票場所　白馬村役場204会議室
　・持 ち 物　投票所入場券をお持ち下さい。

　仕事先、旅行先などで村外に滞在している場合、白
馬村以外の市区町村選挙管理委員会で不在者投票がで
きます。

①投票用紙の請求
　「宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入し、白馬村
選挙管理委員会まで請求してください。(直接当事務
局にお越しいただき請求することもできます。)
　平成27年1月3日以降、長野県内の市町村間で住
所異動された方は、「引き続き県内に住所を有する証
明書」の同封が必要となります。
　※選挙期日の告示日(平成27年4月3日)前でも受付
しています。

②投票用紙受領後の注意点
　告示日前後に、「投票用紙」「不在者投票用封筒(内・

外)」「不在者投票証明書」を郵便書留で送付しますので、
受け取られましたら下記の期間内に(なるべく早めに)
最寄の市区町村の選挙管理委員会へお出かけください。
　このとき、先に投票用紙等に記入したり、「不在者投
票証明書」を開封すると無効になってしまいますので、
ご注意ください。
　「投票用紙」等と共にお送りする投票方法の説明に
従って投票してください。

③最寄の市町村での投票
　投票期間と投票時間は、投票に行かれる市町村が長
野県内と長野県外とで異なりますので、ご注意下さい。

○長野県内の市町村
　期間　平成27年4月4日(土)から4月11日(土)まで
　時間　午前8時30分から午後8時まで
※ただし、県内の市町村であっても、その市町村の選挙区が無投票

の場合は、下記の県外市町村と同様の期間及び時間となります。

○長野県外の市町村
　期間　平成27年4月4日(土)から4月10日(金)まで
※選挙を執行していない市町村は、土日は閉庁となるため、不在

者投票ができませんのご注意ください。
　時間　午前8時30分から午後5時まで
※県内・県外ともに場所、時間については、各市区町村の選挙管

理委員会へお尋ね下さい。

　候補者の政見等を記載した「選挙公報」を４月１０
日までに区長を通じ各世帯へ配布します。郵送を希望
される方、届かない方には郵送しますので、村選挙管
理委員会までご連絡ください。また、長野県選挙管理
委員会ホームページにも掲載されます。
http://www.pref.nagano.lg.jp/senkan/kensei/soshiki/soshiki/kencho/
senkyo/index.html

　2月10日（火曜日）、長野県庁特別応接室にて昨年11月
22日に発生した長野県神城断層地震で迅速な救助活動に
あたった自主防災組織と消防団に対し、阿部守一知事から
表彰状が贈られました。
白馬村の受賞団体は次のとおりです。
　堀之内区自主防災組織（会長　鎌倉　宏）
　三日市場区自主防災組織（会長　太田史彦）
　白馬村消防団　（団長　横山義彦）
また、この3団体は2月23日に防災功労者消防庁長官表彰
も受賞致しました。

　指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管
理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定
められた施設(監獄など)に入院、入所中であれば、
その施設で不在者投票ができます。投票用紙などの請
求は、施設の長を通じて行いますが、自分で直接請求
することもできます。

④投票用紙の返送
　投票手続の済んだ投票用紙は市区町村の選挙管理委
員会が白馬村へ返送します。この投票用紙は、投票日
当日、閉鎖時刻までに定められた投票所に到着しなけ
ればなりません。郵送には日数がかかりますので、請
求や投票の手続はお早めにお願いします。

　身体障害者手帳などをお持ちの方は、下記に該当す
る場合、自宅などで投票できます。
※この制度を利用して投票するためには、あらかじめ「郵便等

投票証明書」の交付を受けなければなりません。交付申請の
際には、下記の手帳を提出していただく必要がありますので、
まずは選挙管理委員会までお問合せ下さい。

※「郵便等投票証明書」の交付を受けた方からの投票用紙等の
交付請求期限は、平成27年4月8日(水)までとなります。

○郵便等による不在者投票の対象者

◯代理記載制度の対象者(代理人が投票用紙に記載することができる)

　なお、これまで堀之内公民館で投票いただいていた堀之内、三
日市場地区にお住まいの方は、昨年12月の衆議院総選挙の際と
同様に、第５投票所（白馬村農業体験実習館）で投票してください。

■投票所

■期日前投票

■不在者投票(病院や老人ホームなどでの投票)

お問合せ：白馬村選挙管理委員会　72-5000(内線1220)

お問合せ：白馬村災害対策支援室　電話 72-7002／FAX 72-7001

４月12日(日)投票日 午前７時から午後８時まで時　間

第１投票所

第２投票所

第５投票所

第６投票所

第８投票所

第９投票所

第10投票所

白馬村多目的研修集会施設

塩島基幹センター

白馬村農業体験実習館

沢渡公民館

八方文化会館

新田公民館

瑞穂農業生活改善センター

白馬町、深空、八方口、大出、蕨平、嶺方

森上、塩島、通、立の間、青鬼、野平

飯田、飯森、堀之内、三日市場

内山、佐野、沢渡

八方、和田野、山麓

新田、どんぐり、切久保、落倉

瑞穂、エコーランド、みそら野

■不在者投票(滞在先の市町村での投票)

■白馬村で投票できる人

■平成27年1月3日以降、
　白馬村から長野県内の市町村に住所を移された方へ

■不在者投票(郵便等による投票)

対象者
身体障害者
手帳の交付を
受けている人

戦傷病者手帳
の交付を
受けている人

両下肢・体幹・移動機能の障がい

免疫・肝臓の障がい
両下肢・体幹の障がい

心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう
直腸・小腸の障がい

心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう
直腸・小腸・肝臓の障がい

傷病名 障害の程度
１級か２級

１級から３級

１級から３級
特別項症から第２項症

特別項症から第３項症

対象者
身体障害者
手帳の交付を
受けている人
戦傷病者手帳
の交付を
受けている人

上肢または視覚の障がい

上肢または視覚の障がい

傷病名 障害の程度

１級

特別項症から第2項症

対象者
介護保険の被保険者証の交付を受けている人

区分
要介護５

■選挙公報

9 時 30 分～ 12 時 30 分：日本赤十字看護学会災害看護活動
委員会による茶話会・健康チェック。健康チェックでは血圧測
定・健康に関する相談・ハンドマッサージを行います。お茶を
飲みながら現在の生活について気軽にお話しをしましょう。

13時 00分～：和歌山県太地町による炊き出し
福島県立好間高フラチームによる踊りの披露

14時 00分頃：終了予定

　姉妹都市である「和歌山県太地町」の皆さんのご厚意によ
り、被災者の方々に対して炊き出しを行っていただくことと
なりました。大勢の皆様のご来場をお待ちしております。

神城断層地震から4ヶ月…

【開催日】 3月22日（日曜日）
【会　場】 多目的研修集会施設ホール（※白馬村役場隣）

【炊き出し予定】　　
マグロ丼　鯨の竜田揚げ　干物類（イカ一夜干し、
サンマ丸干し、ゴンドウ鯨の干物）　伊勢エビのみそ汁
他 みかん、100％みかんジュース、お茶等

【スケジュール】
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　　　　済んでいて、投票日までに引き続き村内に
　　　　住所がある人。
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　・投票期間　4月4日(土)から4月11日(土)
　・投票時間　午前8時30分から午後8時まで
　・投票場所　白馬村役場204会議室
　・持 ち 物　投票所入場券をお持ち下さい。

　仕事先、旅行先などで村外に滞在している場合、白
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■不在者投票(病院や老人ホームなどでの投票)

お問合せ：白馬村選挙管理委員会　72-5000(内線1220)

お問合せ：白馬村災害対策支援室　電話 72-7002／FAX 72-7001

４月12日(日)投票日 午前７時から午後８時まで時　間

第１投票所

第２投票所

第５投票所

第６投票所

第８投票所

第９投票所

第10投票所

白馬村多目的研修集会施設

塩島基幹センター

白馬村農業体験実習館

沢渡公民館

八方文化会館

新田公民館

瑞穂農業生活改善センター

白馬町、深空、八方口、大出、蕨平、嶺方

森上、塩島、通、立の間、青鬼、野平

飯田、飯森、堀之内、三日市場

内山、佐野、沢渡

八方、和田野、山麓

新田、どんぐり、切久保、落倉

瑞穂、エコーランド、みそら野

■不在者投票(滞在先の市町村での投票)

■白馬村で投票できる人

■平成27年1月3日以降、
　白馬村から長野県内の市町村に住所を移された方へ

■不在者投票(郵便等による投票)

対象者
身体障害者
手帳の交付を
受けている人

戦傷病者手帳
の交付を
受けている人

両下肢・体幹・移動機能の障がい

免疫・肝臓の障がい
両下肢・体幹の障がい

心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう
直腸・小腸の障がい

心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう
直腸・小腸・肝臓の障がい

傷病名 障害の程度
１級か２級

１級から３級

１級から３級
特別項症から第２項症

特別項症から第３項症

対象者
身体障害者
手帳の交付を
受けている人
戦傷病者手帳
の交付を
受けている人

上肢または視覚の障がい

上肢または視覚の障がい

傷病名 障害の程度

１級

特別項症から第2項症

対象者
介護保険の被保険者証の交付を受けている人

区分
要介護５

■選挙公報

9 時 30 分～ 12 時 30 分：日本赤十字看護学会災害看護活動
委員会による茶話会・健康チェック。健康チェックでは血圧測
定・健康に関する相談・ハンドマッサージを行います。お茶を
飲みながら現在の生活について気軽にお話しをしましょう。

13時 00分～：和歌山県太地町による炊き出し
福島県立好間高フラチームによる踊りの披露

14時 00分頃：終了予定

　姉妹都市である「和歌山県太地町」の皆さんのご厚意によ
り、被災者の方々に対して炊き出しを行っていただくことと
なりました。大勢の皆様のご来場をお待ちしております。

神城断層地震から4ヶ月…

【開催日】 3月22日（日曜日）
【会　場】 多目的研修集会施設ホール（※白馬村役場隣）

【炊き出し予定】　　
マグロ丼　鯨の竜田揚げ　干物類（イカ一夜干し、
サンマ丸干し、ゴンドウ鯨の干物）　伊勢エビのみそ汁
他 みかん、100％みかんジュース、お茶等

【スケジュール】
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災害復興住宅融資のお知らせ
　住宅金融支援機構では、災害からの早期復興を支援させていただくため、災害復興住宅融資の受付を行っておりますので、お知らせいたします。

■融資金利【平成 27 年 2 月 20 日現在】

■補助金に関するお問合せ

◆建設・購入の場合 ◆補修の場合
基本融資額

特例加算額

年 1.00％年 1.00％

年 1.90％ ※お申込み時の金利が適用される「全期間固定金利」です。
※融資金利は、原則として毎月改定します。金利の詳細及

び最新金利は、機構お客さまコールセンターにお問い合
わせいただくか、機構ホームページでご確認ください。

長野県建設部建築住宅課企画係　電話 026-235-7339
長野県北安曇地方事務所 商工観光建築課　電話 0261-23-6524
白馬村役場総務課 0261-72-5000

住宅金融支援機構お客さまコールセンター（災害専用ダイヤル）

※電話相談は、土曜日、日曜日も実施します。（受付時間：9：00～17：00）
0120-086-353（通話料無料）

住宅修繕工事に対する補助金事業≪継続≫についてのご案内
「神城断層地震に係る住宅修繕工事に対する補助金」は
平成27年4月1日以降も事業を継続することを検討しています。
詳しくは広報はくば４月号に掲載致します。または、白馬村役場観光課（ 85-0722）
までお問合せ下さい。

平成27年度狂犬病予防注射のお知らせ

地区集積場での“ごみの出し方”が変わります

　犬の飼い主の方には、「生涯一度の登録と、毎年一回4月1日から6月30日までに狂犬病予防注射を受けさせる」ということが法により定
められています。
　平成27年度は下記の日程で狂犬病予防注射を行います。下記のいずれの場所でも注射は受けられますので、注射料金と事前に届くハ
ガキをご持参のうえお越しください。新規登録もその場で可能です。

　北アルプス広域連合と大町市、白馬村、小谷村の3 市村が進める、ごみ処理の広域化により、
平成29年度中に大町市源汲に新たなごみ焼却場が建設され、ごみ袋は3 市村統一のものとな
ります。新たに3 市村で作成するごみ袋は地区名と排出者名の記載欄が入ったものとなります。
白馬村においては、26年度中に地区名と氏名の記載欄が入ったデザインに変更しました。
　平成27年度からは、地区集積場にごみを出す場合、村の指定ごみ袋に地区名と排出者の氏名
の記載をお願いします。これは、広域化によるごみ袋の統一に先駆けて、村として早めに準備を
していくためです。少なくとも、地区名の記載は必ずしていただきますよう、ご協力をお願いい
たします。（6月以降は地区名の記載がない場合は収集しません。）
　長野県77 市町村では86％にあたる66 市町村が、ごみ袋に排出者名の記載欄を設けています。
※古いタイプのごみ袋をお持ちの方は、引き続き使用することが出来ます。

≪料金≫ ≪注射日程≫
注射料金3,500円

（予防注射2,950円＋済票550円）

※新規登録の場合は更に
3,000円かかります。

期日 期日場　所 場　所開始 終了 開始 終了

4
月
23
日（
木
）

4
月
24
日（
金
）

1
2
3
4
5
6
7

深空基幹センター
エコーランド体育館前
八方文化会館前
落倉公民館前
新田公民館前
森上駅前
白馬村役場前

9:00～ 9:10
9:20～ 9:50

10:00～10:20
10:30～10:40
10:50～11:00
11:10～11:20
11:30～11:50

1
2
3
4
5
6
7

白馬村役場前
佐野生活改善センター前
沢渡公民館前
三日市場公民館前
神城多目的集会施設前
飯森公民館前
平川公衆トイレ前

9:00～ 9:30
9:45～10:00

10:10～10:20
10:30～10:40
10:50～11:10
11:20～11:30
11:40～11:50

※万が一、飼犬が亡くなっている場合はお手数ですが、役場住民課までご連絡ください。

お問合せ：白馬村役場 住民課 環境衛生係　電話 72-5000（内線：1134）

上下水道のお届けも忘れずに!!
　引越しの際には、水道料金・下水道使用料の精算が必要です。引越しの予定日が決まりましたら、お早めに役場上下水道課へお知らせく
ださい。各種のお申し込みはお電話で可能です。ご連絡をいただかないと、水道を使っていなくても基本料金等が発生する場合があります
ので、必ずご連絡をお願いします。

（１）引っ越してきたとき〔上下水道の使用開始申し込み〕

　引越しの３～４日前までに、役場上下水道課窓口・またはお
電話にて上下水道使用開始申し込みの旨をお伝えください。
　＜お届けいただく内容＞
　・ご住所・お名前・電話番号
　・上下水道の使用を開始する日

（２）引っ越していくとき〔上下水道の使用中止申し込み〕

　引越しの３～４日前までに、役場上下水道課窓口・またはお
電話にて上下水道の使用をやめる旨をお伝えください。
　＜お届けいただく内容＞
　・ご住所・お名前・電話番号
　・精算日（上下水道の使用をやめる日）
　・引越し先のご住所
　・精算方法（口座振替、引越し先への請求書送付など）
◎白馬村内へお引越しの場合は口座振替の継続ができます。ご

希望の方はお届けの際にお知らせください。

◎精算は、お客様からのお届け制です。お届けがないと、上下水
道のご利用がなくても基本料金等の請求が継続しますので、
お気をつけ下さい。

（３）その他の変更があったときもお届けをお願いします。

■水道使用者や所有者の名義を変えるとき（名義変更）
　建物の相続・売買などで上下水道設備の「所有者」名義が変わ

るときは、書面でのお届けが必要になります。（届出用紙は上
下水道課窓口でご用意しております）

■請求書等の送り先を変えたいとき
　役場上下水道課窓口・またはお電話（℡85－0714）にてお伝

えください。

■震災減免の申請はお済みでしょうか？
　村では被災した住宅を対象に料金の減免等を行っておりま

す。申請のお済でない方はお早めに提出をお願いします。

お問合せ：白馬村役場 上下水道課　電話 85-0714

お問合せ：白馬村役場 住民課　電話 85-0715

～指定ごみ袋には地区名と排出者の氏名の記載をお願いします～
地区名・氏名 を書く

地域包括支援センターだより

場所：白馬村役場 住民課の南側　電話 72-6667

平成27年4月より介護保険制度が改正されます
介護報酬はマイナス改定
　平成27年4月からの介護報酬が決まりました。改定の基本視
点は、①中重度者や認知症の人への対応の強化、②介護人材の
確保、③サービスの提供体制の効率化ですが、デイサービスや
訪問介護などほとんどのサービスの基本報酬が下がっていま
す。今回の介護報酬は、要介護度の重い人や医療系のサービス
に重点が置かれた形となっています。
　介護報酬が下がるということは、利用料が下がるということ
になるので、利用者にとっては喜ばしいこと？と思うかもしれ
ませんが、単純に下がるとは言い切れません。その理由は、事業

所によっては、さまざまな加算がついているためです。加算の
種類はさまざま、それぞれの金額はわずかですが、事業所に
とっては厳しい経営状況の中、頼みの収入源となります。
　介護保険を利用されているみなさんは、4月以降の請求書を
よく確認してみてください。金額的にはそれほど大きな差はな
いので心配ないことと思います。
　利用者にとっても、サービスを提供する事業所にとっても、
納得のいく改定となればいいのですが・・・しっかり確認してい
きましょう。

地域包括支援センターは、高齢者の皆様の介護、介護予防、権利擁護などあらゆる相談の窓口です。秘密は厳守いたします。

地震体験車による巡回指導について

お問合せ：北アルプス広域北部消防署    電話 0261-72-0119

　北部消防署では、地震体験車による巡回指導を行います。
　昨年11月22日に発生した「長野県神城断層地震」は甚大な被
害をもたらしました。今回の大地震を目の当たりにして改めて
地震の恐ろしさを実感しました。地震体験車は、模擬ハウスを
人工的に揺らすことによって、過去の大地震が再現可能です。
これを機会に今一度、地震に対する心構えや初期対応を再確認
してみてはいかがでしょうか。

　原則として、ご指定の場所へ出向いてご指導いたします。希
望される自治会や自主防災会・地区・団体・事業所様等は北部消
防署までご相談、お申し込み下さい。
　また北アルプス広域消防本部のホームページ
(http://www.kita-alps.omachi.nagano.jp/gyoumu/syoub
ou.html)から申請書のダウンロードが可能ですのでご利用下
さい。 

■巡 回 期 間　平成27年5月12日(火）から平成27年5月19日(火)まで
■申し込み期間　平成27年4月13日(月）から平成27年5月 1日(金)まで
■申し込み先　北アルプス広域北部消防署

※被災住宅再建のた
めの融資に関し、
借入利率相当額の
一部を長野県と白
馬村が補助します
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災害復興住宅融資のお知らせ
　住宅金融支援機構では、災害からの早期復興を支援させていただくため、災害復興住宅融資の受付を行っておりますので、お知らせいたします。

■融資金利【平成 27 年 2 月 20 日現在】

■補助金に関するお問合せ

◆建設・購入の場合 ◆補修の場合
基本融資額

特例加算額

年 1.00％年 1.00％

年 1.90％ ※お申込み時の金利が適用される「全期間固定金利」です。
※融資金利は、原則として毎月改定します。金利の詳細及

び最新金利は、機構お客さまコールセンターにお問い合
わせいただくか、機構ホームページでご確認ください。

長野県建設部建築住宅課企画係　電話 026-235-7339
長野県北安曇地方事務所 商工観光建築課　電話 0261-23-6524
白馬村役場総務課 0261-72-5000

住宅金融支援機構お客さまコールセンター（災害専用ダイヤル）

※電話相談は、土曜日、日曜日も実施します。（受付時間：9：00～17：00）
0120-086-353（通話料無料）

住宅修繕工事に対する補助金事業≪継続≫についてのご案内
「神城断層地震に係る住宅修繕工事に対する補助金」は
平成27年4月1日以降も事業を継続することを検討しています。
詳しくは広報はくば４月号に掲載致します。または、白馬村役場観光課（ 85-0722）
までお問合せ下さい。

平成27年度狂犬病予防注射のお知らせ

地区集積場での“ごみの出し方”が変わります

　犬の飼い主の方には、「生涯一度の登録と、毎年一回4月1日から6月30日までに狂犬病予防注射を受けさせる」ということが法により定
められています。
　平成27年度は下記の日程で狂犬病予防注射を行います。下記のいずれの場所でも注射は受けられますので、注射料金と事前に届くハ
ガキをご持参のうえお越しください。新規登録もその場で可能です。

　北アルプス広域連合と大町市、白馬村、小谷村の3 市村が進める、ごみ処理の広域化により、
平成29年度中に大町市源汲に新たなごみ焼却場が建設され、ごみ袋は3 市村統一のものとな
ります。新たに3 市村で作成するごみ袋は地区名と排出者名の記載欄が入ったものとなります。
白馬村においては、26年度中に地区名と氏名の記載欄が入ったデザインに変更しました。
　平成27年度からは、地区集積場にごみを出す場合、村の指定ごみ袋に地区名と排出者の氏名
の記載をお願いします。これは、広域化によるごみ袋の統一に先駆けて、村として早めに準備を
していくためです。少なくとも、地区名の記載は必ずしていただきますよう、ご協力をお願いい
たします。（6月以降は地区名の記載がない場合は収集しません。）
　長野県77 市町村では86％にあたる66 市町村が、ごみ袋に排出者名の記載欄を設けています。
※古いタイプのごみ袋をお持ちの方は、引き続き使用することが出来ます。

≪料金≫ ≪注射日程≫
注射料金3,500円

（予防注射2,950円＋済票550円）

※新規登録の場合は更に
3,000円かかります。

期日 期日場　所 場　所開始 終了 開始 終了

4
月
23
日（
木
）

4
月
24
日（
金
）

1
2
3
4
5
6
7

深空基幹センター
エコーランド体育館前
八方文化会館前
落倉公民館前
新田公民館前
森上駅前
白馬村役場前

9:00～ 9:10
9:20～ 9:50

10:00～10:20
10:30～10:40
10:50～11:00
11:10～11:20
11:30～11:50

1
2
3
4
5
6
7

白馬村役場前
佐野生活改善センター前
沢渡公民館前
三日市場公民館前
神城多目的集会施設前
飯森公民館前
平川公衆トイレ前

9:00～ 9:30
9:45～10:00

10:10～10:20
10:30～10:40
10:50～11:10
11:20～11:30
11:40～11:50

※万が一、飼犬が亡くなっている場合はお手数ですが、役場住民課までご連絡ください。

お問合せ：白馬村役場 住民課 環境衛生係　電話 72-5000（内線：1134）

上下水道のお届けも忘れずに!!
　引越しの際には、水道料金・下水道使用料の精算が必要です。引越しの予定日が決まりましたら、お早めに役場上下水道課へお知らせく
ださい。各種のお申し込みはお電話で可能です。ご連絡をいただかないと、水道を使っていなくても基本料金等が発生する場合があります
ので、必ずご連絡をお願いします。
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　引越しの３～４日前までに、役場上下水道課窓口・またはお
電話にて上下水道使用開始申し込みの旨をお伝えください。
　＜お届けいただく内容＞
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るときは、書面でのお届けが必要になります。（届出用紙は上
下水道課窓口でご用意しております）

■請求書等の送り先を変えたいとき
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えください。

■震災減免の申請はお済みでしょうか？
　村では被災した住宅を対象に料金の減免等を行っておりま

す。申請のお済でない方はお早めに提出をお願いします。

お問合せ：白馬村役場 上下水道課　電話 85-0714

お問合せ：白馬村役場 住民課　電話 85-0715

～指定ごみ袋には地区名と排出者の氏名の記載をお願いします～
地区名・氏名 を書く

地域包括支援センターだより

場所：白馬村役場 住民課の南側　電話 72-6667

平成27年4月より介護保険制度が改正されます
介護報酬はマイナス改定
　平成27年4月からの介護報酬が決まりました。改定の基本視
点は、①中重度者や認知症の人への対応の強化、②介護人材の
確保、③サービスの提供体制の効率化ですが、デイサービスや
訪問介護などほとんどのサービスの基本報酬が下がっていま
す。今回の介護報酬は、要介護度の重い人や医療系のサービス
に重点が置かれた形となっています。
　介護報酬が下がるということは、利用料が下がるということ
になるので、利用者にとっては喜ばしいこと？と思うかもしれ
ませんが、単純に下がるとは言い切れません。その理由は、事業

所によっては、さまざまな加算がついているためです。加算の
種類はさまざま、それぞれの金額はわずかですが、事業所に
とっては厳しい経営状況の中、頼みの収入源となります。
　介護保険を利用されているみなさんは、4月以降の請求書を
よく確認してみてください。金額的にはそれほど大きな差はな
いので心配ないことと思います。
　利用者にとっても、サービスを提供する事業所にとっても、
納得のいく改定となればいいのですが・・・しっかり確認してい
きましょう。

地域包括支援センターは、高齢者の皆様の介護、介護予防、権利擁護などあらゆる相談の窓口です。秘密は厳守いたします。

地震体験車による巡回指導について

お問合せ：北アルプス広域北部消防署    電話 0261-72-0119

　北部消防署では、地震体験車による巡回指導を行います。
　昨年11月22日に発生した「長野県神城断層地震」は甚大な被
害をもたらしました。今回の大地震を目の当たりにして改めて
地震の恐ろしさを実感しました。地震体験車は、模擬ハウスを
人工的に揺らすことによって、過去の大地震が再現可能です。
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さい。 

■巡 回 期 間　平成27年5月12日(火）から平成27年5月19日(火)まで
■申し込み期間　平成27年4月13日(月）から平成27年5月 1日(金)まで
■申し込み先　北アルプス広域北部消防署

※被災住宅再建のた
めの融資に関し、
借入利率相当額の
一部を長野県と白
馬村が補助します
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心の健康づくり講演会を開催します
●日　時：平成27年3月24日（火）午前10：10～11：30
●場　所：白馬村保健福祉ふれあいセンター　1階
●内　容：テーマ「ありのままで」
　　　　　講師：全日本カウンセリング協会認定カウンセラー　北澤美裟子先生
●参加費：無料
　　　　　※どなたでも参加できます。お誘い合わせてお出かけ下さい。
　　　　　※同日の午後1：00～3：00は、2階相談室において同カウンセラーによる個別相談が受けられます。

平成27年度の温泉施設利用券の受付を行っています！
　平成27年4月から使用する温泉施設利用助成券の交付申請を受け付けています。
　交付を希望される方は、申請書にご記入の上、役場健康福祉課までご提出ください。
　利用券は後日郵送します。なお、申請書の用紙は、役場健康福祉課窓口又は登録した温泉施設にあります。

１　助成の目的 入浴により外出機会を増やすことで介護予防につなげ、在宅福祉の充実を図ります。

２　助成の方法

３　利用券交付対象者

４　利用券の利用方法

５　利用できる温泉

　温泉入浴料の助成を希望する方に、申請書の提出により、入浴 1回につき 400 円の利用券を交付します。
　利用券の交付枚数は、一年度（4 月から翌年 3 月まで）12 回分を交付します。年度途中の場合は、申請した
月も含め、残りの月数に 1枚の割合で交付します。

　白馬村に住民票のある、次のいずれかに該当する方が利用券の交付を申請できます。
(1)　満 65 歳以上の方
(2)　身体や精神等に障がいのある方（手帳保持者）
(3)　母子家庭等の小学生以下の方
※助成対象者が属する世帯に、村税、上下水道料金等を滞納している方がいる場合には、利用券は交付できません。

　利用券 1枚と、入浴料金から 400 円を差し引いた金額を、登録を受けた温泉の窓口で支払います。回数
券の購入や使用、入浴割引と重複した使用はできません。

　公衆浴場の許可を受けてあり、村に登録した温泉で利用券が使えます。
　3月 1日現在、以下の 12か所の温泉が登録しています。
○　白馬八方温泉　……　みみずくの湯・おびなたの湯・八方の湯・郷の湯・北尾根の湯
○　白馬ハイランドホテル　天神の湯
○　白馬かたくり温泉　十郎の湯
○　ホテル五龍舘
○　あぜくら山荘
○　塩の道温泉　岩岳の湯（冬季、７～８月営業）
○　白馬姫川温泉　竜神の湯‥‥エスカルプラザ内
○　白馬みずばしょう温泉　古民家の湯‥‥シェラリゾート白馬内

お問合せ：白馬村役場 健康福祉課　電話 85-0713（直通）

共同作業所がんばりやさん開所
10 周年記念コンサート

NPO 法人 
北アルプスの風

吉川忠英・白鳥英美子　ジョイントコンサート～うた景色～

皆様に支えられおかげさまで４月に１０周年を迎えることになりました。本当にありがとうございます。
皆様への感謝の気持ちを込めて記念コンサートを開催致しますので大勢の皆様のご来場をお待ちいたしております。
これからも障がい者福祉の発展・向上にむけて取り組んでまいりますので宜しくお願い致します。

チケット購入・お問合せ先　共同作業所がんばりやさん　　TEL：0261-23-3423　FAX：0261-85-2270

●とき：4月11日（土）
●時間：13時開場　14時開演
●開場：大町市文化会館　大ホール

チケット代金
一般：3,000円
小中学生・障害のある方：2,500円
未就学児（座席使用の場合）：1,000円

項目

車種

　3 月納期の税金・保険料は右記のとおりです。納期限に遅れ
ないように納めましょう。口座振替にされている方は 3 月 23
日にそれぞれ振替となります。前日までに残高の確認をお願い
します。

3 月の税・料金等の納期限

23
3 第 10期国民健康保険税

第 8期後期高齢者医療保険料

3月

あなたが支えるみんなで支える～税務課の税金紹介～

　皆さんのお宅には「面倒だから」、「時間がないから」といった理由で、廃車や名義変更の手続
きをしていない軽自動車やバイク等はありませんか？軽自動車税は、4月1日時点に車両の所有情
報を役場若しくは関係機関へ登録している人に一年度分課税されます。廃車や名義変更すべき車両
がある方は、お早目に手続きをしましょう。

4月1日までに済ませておきたい軽自動車等の廃車・名義変更の手続き今月のテーマ

注意したいポイント
●車両を手放しても届け出がなければ課税され続けてしまう…
　　実際には車両を手放していても、4月1日時点で登録変更の手続きが完了していなければ、軽自動車税は課税されます。
●業者に委託したからといって安心してはいけない！？
　　4月1日間際は手続きの窓口が大変混み合います。廃車を委託した業者が4月1日までに手続きを済ませられないと　
　いった場合もありますので、お早目に手続きを依頼するかご自身で済ませることをお勧めします。

※注 1　個人の場合は認印、法人の場合は代表者印が必要です。
※注 2　軽自動車を引渡した際、引取業者から交付されます。
※注 3　以前の住所と同じ管轄であれば変更する必要はありません。
※注 4　法人の場合は、発行から3か月以内の商業登記簿謄本（または抄本）、登記事項証明書、印鑑（登録）証明書のいずれか
※注 5　使用者が変わった場合に必要になります。自動車損害賠償責任共済証明書でも構いません。

手続き場所や必要なもの

白馬村キャラクター
ヴィクトワール・

シュヴァルブラン・村男Ⅲ世

Vol.5
窓
口
へ

  

急
ご
う
。

・原動機付自転車
・小型特殊自動車
・農耕作業用車

・白馬村役場　税務課
　長野県白馬村大字北城7025番地
　0261‐85‐0712

・所有者の印鑑
・窓口に来られる方の本人確認書類
　(運転免許証など)
・ナンバープレート
※所有者の同居親族以外の方が来られる場合は、上記

に加えて委任状が必要になります。

・新旧所有者の印鑑
・窓口に来られる方の本人確認書類
　(運転免許証など)
・ナンバープレート（同居親族の方に名義変更する場

合は不要です。）
※所有者の同居親族以外の方が来られる場合は、上記

に加えて委任状が必要になります。

手続き場所
電話番号

廃車の際、ご用
意して頂くもの

名義変更の際、
ご用意して頂く
もの

・排気量が125ccを超え250cc以下の2輪車
・排気量が250ccを超える2輪車
・3輪/4輪の軽自動車

・軽自動車検査協会　長野事務所　松本支部　
　長野県松本市平田東2丁目1－11 
　Tell  050‐3816‐1855
・大町地区自家用自動車協会 
　長野県大町市大町仁科町3341－5 
　Tell  0261‐22‐1276

・所有者及び使用者の印鑑　※注1
・車検証
・ナンバープレート
・使用済自動車引取証明書　※注2

・新使用者の印鑑　※注1
・新旧所有者の印鑑　※注1
・車検証
・ナンバープレート　※注3
・住民票妙本・印鑑証明書・サイン証明のいずれか1点
 （発行されてから3か月以内のもの）　※注4
・自動車損害賠償責任保険証明書　※注5
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　いった場合もありますので、お早目に手続きを依頼するかご自身で済ませることをお勧めします。

※注 1　個人の場合は認印、法人の場合は代表者印が必要です。
※注 2　軽自動車を引渡した際、引取業者から交付されます。
※注 3　以前の住所と同じ管轄であれば変更する必要はありません。
※注 4　法人の場合は、発行から3か月以内の商業登記簿謄本（または抄本）、登記事項証明書、印鑑（登録）証明書のいずれか
※注 5　使用者が変わった場合に必要になります。自動車損害賠償責任共済証明書でも構いません。

手続き場所や必要なもの

白馬村キャラクター
ヴィクトワール・

シュヴァルブラン・村男Ⅲ世

Vol.5
窓
口
へ

  

急
ご
う
。

・原動機付自転車
・小型特殊自動車
・農耕作業用車

・白馬村役場　税務課
　長野県白馬村大字北城7025番地
　0261‐85‐0712

・所有者の印鑑
・窓口に来られる方の本人確認書類
　(運転免許証など)
・ナンバープレート
※所有者の同居親族以外の方が来られる場合は、上記

に加えて委任状が必要になります。

・新旧所有者の印鑑
・窓口に来られる方の本人確認書類
　(運転免許証など)
・ナンバープレート（同居親族の方に名義変更する場

合は不要です。）
※所有者の同居親族以外の方が来られる場合は、上記

に加えて委任状が必要になります。

手続き場所
電話番号

廃車の際、ご用
意して頂くもの

名義変更の際、
ご用意して頂く
もの

・排気量が125ccを超え250cc以下の2輪車
・排気量が250ccを超える2輪車
・3輪/4輪の軽自動車

・軽自動車検査協会　長野事務所　松本支部　
　長野県松本市平田東2丁目1－11 
　Tell  050‐3816‐1855
・大町地区自家用自動車協会 
　長野県大町市大町仁科町3341－5 
　Tell  0261‐22‐1276

・所有者及び使用者の印鑑　※注1
・車検証
・ナンバープレート
・使用済自動車引取証明書　※注2

・新使用者の印鑑　※注1
・新旧所有者の印鑑　※注1
・車検証
・ナンバープレート　※注3
・住民票妙本・印鑑証明書・サイン証明のいずれか1点
 （発行されてから3か月以内のもの）　※注4
・自動車損害賠償責任保険証明書　※注5
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平成 26 年度公民館講座終了しました
　今年度の白馬村公民館講座は終了となりました。地震の影響によ
り、中止となった講座もありましたが、ご多忙中の所お話頂きまし
た講師の皆さん、そして来場者・参加者の皆さんには、この場をお
借りし、厚く御礼申し上げます。来年度の公民館講座や各教室のお
知らせは４月の中旬頃から５月初旬を予定しております。来年度も
大勢の皆様のご来場をお待ちしております。

　公民館では歴史民俗由来に関する古文書等をお持ちで、住宅・土蔵等の取り壊しを検討され
ている方は、公民館でデジタル保存を行いますので資料提供をお願い致します。
　白馬村には貴重な文化が蓄積されていますので、是非ご理解・ご協力の程お願い申し上げます。
　また、今年から「防災教育」事業予定しておりますので、お辛い事とは存じますが被災当時
の様子等資料提供を併せてお願い申し上げます。

問合せ：８５－０７２６（公民館直通）/　７２－５０００（代表）

「長野県神城断層地震」被災住宅等取り壊しに
係る古文書等の資料提供について

〜今年度の公民館講座の様子〜

歴史紀行糸魚川 雪崩との共生を学ぶ 小布施を訪ねて

ミニ着物作り教室 戸隠・鬼無里を歩く ガーデニング教室

第 30 回席書大会 文化祭オープニング クリスマスコンサート
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村人のひろば

『尾花踊りを踊って』	 塩島区　　塩島くるみ	

　私の住んでいる白馬村の川北地区には『大林諏訪神社例大祭』という秋の大きなお祭りがあります。
おみこし・からもち・ほうのう踊りなどの神事を、代々地元の子どもたちが担当しています。今年、ほ
うのう踊りの１つである『尾花踊り』が私の地区の担当になりました。私は何年も前から順番が回って
くることを楽しみにしていました。
　尾花踊りは、ススキと扇子を持って踊ります。本番前の５日間、毎日夜練習をしました。踊りの先生
は『代々続く大事な踊りなので、振りや姿勢が変わってしまってはダメなのよ！』と、きびしく教えて
くれました。練習をしていくうちに、歌詞の意味がなんとなく分かるようになって、みんなとのふりも合っ
ていきました。本番は着物やかんむりも付けるので、色々心配なまま、お祭りの日になりました。
　お化粧をして、着物を着て、私達もお母さんたちも緊張して出発しました。
　途中、山車にのって神社に向かいました。神殿の祭典に参列して、お参りをしました。
　いよいよ、踊りの本番です。朝からの緊張が、一段と高まってきました。（お客さんがたくさんいるか
ら、失敗しないでできるかなぁ？）ドキドキしたまま舞台に上がり、歌が始まりました。無我夢中であっ
という間に終わってしまいましたが、気が付いたらもう目の前が、拍手でいっぱいでした。踊りの先生や、
お母さんたちにたくさんほめてもらい、とっても嬉しかったです。
　めったに経験できない踊り子をやらせてもらったので、よかったです。いい経験になりました。これ
から先も、尾花踊りが変わらずに続けばいいなと考えます。

　このひろばは、現在そして未来の村民のために、何をしたら良いか、あるいはし
てはいけないのか、村民の意見や日頃感じていること、聞いてもらいたいこと等を
交換し合う場として開設しております。
　このページは、読者である皆さんのページです。ご応募お待ちしております。
　なお、原則として誹謗中傷等は掲載いたしません。また、筆者の匿名は認めません。

■原稿の受付・問合せ　白馬村公民館　８５－０７２６（直通）

戦争体験の手記を集めています。

　今年は戦後70年の節目を迎えるにあたり、戦争の悲惨さを後世に伝えるため、戦争の手記を
募集します。
　内容は肉親から聞いた戦争の内容や、ご自身で経験された事を原稿用紙5枚程度にお書きいた
だくか、データーで5月31日までに公民館（kominkan@vill.hakuba.lg.jp）にお送り下さい。
　村外から移住されて来た方もご協力をお願い致します。
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図書館だより
No.160

平成27年3月

白馬村図書館

TEL（72）-5200

図書館の
おやすみ

図書館の
開館時間

・月曜日　祝日
・毎　月　最終金曜日（館内整理休館日）
　　　　　→祝日と重なる場合、休館日が変更となります。
・その他　やむを得ず、臨時休館・臨時閉館する場合があります。

午前9時〜午後6時

ー蔵書点検がおわりましたー
２月 20日（金）から、３月４日（水）まで、蔵書点検のため、休館させていただきました。ご協力ありがとうござ
いました。
長い間貸し出されたままになっている図書も多数あります。お手もとに、借りたままになっている図書はありませ
んか。図書館だより２月号を参考に、ご確認ください。
なお、昨年 11月 22 日の地震により、図書の返却が困難になったかたは、図書館までご連絡くださいますよう、
お願いします。

書　　名 著者名 分類
ドキュメント平成政治史　３　幻滅の政権交代 後藤　謙次 ３１２ゴ
知っておきたい防災新常識大事典―災害前から災害後まで今年の災害に備える最新防災メソッド＆グッズ― 国崎　信江〔監修〕 ３６９シ
必ず発生する富士山噴火と日本列島をも壊滅させるケタ外れの巨大カルデラ噴火―御嶽山噴火,兆候はなぜ軽視されたのか― ４５３カ
クレープとガレット―おやつに・食事に・おつまみに31style― 江端　久美子 ５９６エ
簡単にできる！山のファーストエイド 悳　秀彦 ７８６イ
岳飛伝　１１　烽燧の章 北方　謙三 Ｆキ
悲嘆の門　上巻・下巻 宮部　みゆき Ｆミ
ベスト・アメリカン・短編ミステリ　２０１４ リザ・スコットライン〔編〕 ９３３ベ
ドキュメント御嶽山大噴火 山と渓谷社〔編〕 Ｎ３６９ド

書　　名 著者名 分類
夢の名作レシピ　２　絵本に出てくるお菓子とごはん 星谷　菜々〔監修〕 ５９６ユ
おばけのたまごにいちゃん あきやま　ただし〔作・絵〕 Ｅア
とおくがみえるね、ムーミントロール トーベ＆ラルス・ヤンソン〔原作・絵〕 Ｅヤ

サムとデイブ、あなをほる
おじいちゃんの家の庭に穴を掘るよ、
掘るよ、どこまでも。奇想天外なラス
トが楽しい絵本。

バスのたび
きょうだいが３にんだけでバスの旅。
バスは、まっしろ山を出発し、どんど
ん坂道を下りていきます。終点にいた
のは…。

ジョン・クラッセン〔絵〕
分類　Ｅク　

工藤　ノリコ〔作〕
分類　Ｅク

ー新着案内ー

【一般・郷土】

【児童書・絵本】

図書の貸し出しを希望されるかたは、現住所の確認ができる身分証明書（免許証、保険証等）
を持参し、窓口にて、「図書館図書等貸出申込書」をご記入ください。（小学生以下の方は、保
護者同伴のうえ、保護者の身分証明書をご提示ください。）カード発行には、やむをえず、お
時間をいただく場合があります。時間に余裕をもって、お申し込みいただきますよう、お願
い申し上げます。

ご家庭のパソコンやスマートフォンで、この他の図書・ＤＶＤソフトの新着案内、在庫状況をご覧いただけます。

【白馬村行政ホームページ→白馬村図書館→図書館カレンダー・蔵書検索・新着案内】
！インターネットおよび館内検索用パソコンからの予約をされるかたは、最初に、「新規パスワード登録」の画面上の案内
にしたがって、手続きしてください。詳しくは、図書館へお問合わせください。
！窓口での「予約図書申込書」による予約も受け付けておりますので、ご利用ください。

ー図書館利用案内ー 利用者カード〈見本〉

（表）　　　　　　　（裏）



開 設 日 時　間 場　所 相 談 員 お問合せ先
4月 8日（水） 13：00～15：00 ふれあいセンター２階福祉相談室 出井 博文弁護士 白馬村社会福祉協議会　72-7230

開 設 日 時　間 場　所 相 談 員 お問合せ先
3月24日（火）

13:00～15:00 ふれあいセンター２階福祉相談室 カウンセラー 白馬村役場健康福祉課　85-0713（直通）
4月28日（火）

開 設 日 時　間 場　所 相 談 員 お問合せ先
4月14日（火） 13:00～16:00 役場２階　庁議室 行政相談員 白馬村役場総務課　72-7002（直通）

月　日 事 業 名 受付時間 対象になるお子さん
3月17日（火） 乳児健診 9：15～ 9：30 H26年４月および10月生
3月23日（月） ２ヵ月育児相談 9：30～ 9：45 H27年１月生
3月25日（水） ３歳健診 13：00～13：15 H24年１月～３月生

月　日 事 業 名 受付時間 対象になるお子さん
3月24日（火） 各種予防接種 13：00～13：30 個別にスケジュールをご案内しています

行事日程■子育て支援ルーム

1歳児の広場 毎週火曜日
0歳児の広場 毎週水曜日

2・3歳児の広場 毎週木曜日

毎週月曜日
9 :30～12:00
13:30～16:00

毎週火・水・木曜日 13:30～16:00

自由利用

■休・祝日緊急当番医表

月日 曜日 白馬村・小谷村当番医
大町市内 大北一円

歯　　　科
内科・小児科 外科

3月21日 土 白馬診療所 野村クリニック 市立大町総合病院 丸山歯科クリニック 松川村
3月22日 日 しんたにクリニック 大町協立診療所 安曇総合病院 宮下歯科医院 大町市
3月29日 日 栗田医院 伊東医院 狩谷整形外科医院 岡江歯科医院 松川村
4月 5日 日 しんたにクリニック 遠藤内科医院 栗林医院 佐藤歯科医院 大町市
4月12日 日 横沢医院 柿下クリニック 西森整形外科 おだ歯科 白馬村
4月19日 日 小谷村診療所 菊地クリニック 石曽根医院 グリーン歯科クリニック 大町市
4月26日 日 公済堂（北沢）医院 小野医院 市立大町総合病院 あづみ野歯科 松川村
4月29日 水 栗田医院 平林医院 安曇総合病院 オクハラデンタルクリニック 大町市

※ 年度末片付け・新年度準備のため、３月23日（月）～31日（火）の期間なかよし広場・自由利用は
お休みとなります。（一時保育は行います。）

※新年度の始まりは４月13日（月）の自由利用からです。
※ご不明な点は、支援ルーム72-3025までお問合せください。

※予約が必要です。相談時間は30分ですので、相談内容を整理してお越しください。

※ 来年度（４月以降）の日程については、健診・予防接種の対象となる乳幼児のお子さんをもつご家庭に、こ
どもカレンダーを郵送します（３月末予定）。詳しくは健康福祉課（85-0713）までお問合せください。

月　　日 行事名 対象 開始時間
3月19日（木） お別れ会 2・3 歳児 10：45 ～

なかよし広場 時間：9:30～12:00 

3月〜 4月保健ガイド

■心の相談会

◆行政相談

■健診等	 場所：ふれあいセンター等

■予防接種

児童虐待・ＤＶ24時間ホットラインの電話番号が変わります
児童虐待及びＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）に関する通告・通報を、24時間電話で受け付ける窓口を設置し
ていますが、4月から受付の電話番号が変わりますのでご注意ください。
なお、通告、通報に関しての秘密は守られ、お名前をいただかなくてもかまいません。

電話番号 （旧）0263-91-2410　→（新）026-219-2413
※4月1日（水）午前9時に新しい電話番号へ切り替わります。

お問合せ　県民文化部　こども・家庭課　電話026-235-7099
e-mail　 kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp 

◆弁護士無料法律相談（予約制）
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姉妹都市コーナー

静 岡 県  河  津  町 和 歌 山 県  太  地  町

人口：9,259 人　男：4,611 人　女：4,648 人　4,078 世帯
 （平成 27 年 3 月 1 日現在）

※ 上記の数字には、外国籍の住民・世帯数も含まれています。
住民基本台帳法の一部が改正されたことにより、外国籍の住民の皆さんも住民基本台帳に登録されることとなりました。（平成 24 年 7 月 9 日改正法施行）

第25回河津桜まつり
　第25回河津桜まつりが２月10日に開幕し、河津桜観
光交流館でオープニングセレモニーが行われました。テー
プカットには相馬宏行町長をはじめ、観光関係者、わか
ば保育園の園児、ミス伊豆の踊り子、スポンサー企業の
代表など約80人が参加し、風船を飛ばして開幕を祝い
ました。また、今年もまつり期間中の安全・安心を確保
するため、下田警察署が河津桜観光交流館に臨時警備派
出所を開設し、オープニングセレモニーの後、開所式が
行われました。

太地こども園の消防訓練を行いました
　２月25日（水）、太地こども園で、火災避難訓練及
び消火訓練を行いました。
　避難訓練時、子どもたちは、先生の言うことをよ
く聞き、ハンカチを口にあて、姿勢を低くし、迅速に
避難していました。その後、先生たちに消火器の使
用方法を指導し、子どもたちには放水体験と消防車
見学をしてもらい、訓練を締めくくりました。

3
2015

vol.462

編集後記
　年度末である３月は年の瀬とはまた違った忙しさに追われてしまい、なんだか落ち着きませんね。振り返ってみるとマイ
マイガやツキノワグマの大量発生、日照不足、大雪、更には大地震まで発生したいつもと違った年でした。
　雪が融ければ災害復旧に向け、一斉に動き出します。村民の皆さんがまた元気に過ごせるように白馬村役場職員一丸となっ
て頑張っていきますので、平成27年度もご協力のほどよろしくお願いします。

� （広報編集委員Ｔ）

有料広告欄

（この広告は白馬村広報等有料広告掲載要網に基づき掲載しています）

ケーブルテレビ白馬指定管理者：
株式会社エーアイシーコミュニケーションズ

受付時間：平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分
　　　　　・加入／故障等のお問い合わせは
　　　　　　　　　　　　TEL 0261-85-0074
　　　　　・取材等のお申し込みは
　　　　　　　　　　　　TEL 0261-85-0116
※地デジに関するお問い合わせは…
　デジサポナビダイヤル　0570-07-0101
　　　　　　　　　　　　までお問い合わせください。

地域包括支援センターです
お気軽に72-6667 にお電話ください

　白馬村の認知症サポーター数620人
（平成26年 5月現在）

ケーブルテレビ白馬に関するお問い合わせは… 認知症の相談窓口は

広報はくばおよび白馬村行政公式ホーム
ページに掲載する広告（有料）を募集し
ています

＊お問い合わせ　白馬村役場総務課

広告募集中
村政情報はホームページでも
ご覧いただくことができます。
http://www.vill.hakuba.lg.jp/


